
1

秘
密
軍
事
情
報
の
保
護
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
大
韓
民
国
政
府
と
の
間
の
協
定

日
本
国
政
府
及
び
大
韓
民
国
政
府
（
以
下
「
両
締
約
国
政
府
」
と
い
い
、
個
別
に
「
締
約
国
政
府
」
と
い
う
。
）
は
、

両
締
約
国
政
府
の
間
で
交
換
さ
れ
る
秘
密
軍
事
情
報
の
相
互
保
護
を
確
保
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

目
的

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
規
定
が
各
締
約
国
政
府
の
施
行
さ
れ
て
い
る
国
内
法
令
に
合
致
す
る
限
り
、
当
該
規
定
に

従
っ
て
、
秘
密
軍
事
情
報
の
保
護
を
確
保
す
る
。

第
二
条

定
義

こ
の
協
定
の
適
用
上
、

「
秘
密
軍
事
情
報
」
と
は
、
日
本
国
政
府
若
し
く
は
大
韓
民
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
そ
れ
ら

(a)
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の
使
用
の
た
め
に
作
成
さ
れ
、
又
は
そ
れ
ら
に
よ
り
保
持
さ
れ
て
い
る
防
衛
関
連
情
報
で
あ
っ
て
、
各
締
約
国
政
府
の
国

家
安
全
保
障
の
た
め
に
保
護
を
必
要
と
す
る
も
の
を
い
う
。
そ
の
情
報
に
は
、
秘
密
指
定
及
び
、
必
要
な
場
合
に
は
、
そ

の
情
報
が
秘
密
軍
事
情
報
で
あ
る
こ
と
を
識
別
す
る
た
め
の
適
当
な
表
示
を
付
す
。
そ
の
情
報
は
、
口
頭
、
映
像
、
電

子
、
磁
気
若
し
く
は
文
書
の
形
態
又
は
装
備
若
し
く
は
技
術
の
形
態
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
提
供
締
約
国
政
府
」
と
は
、
秘
密
軍
事
情
報
を
提
供
す
る
締
約
国
政
府
を
い
う
。

(b)

「
受
領
締
約
国
政
府
」
と
は
、
提
供
締
約
国
政
府
か
ら
提
供
さ
れ
る
秘
密
軍
事
情
報
を
受
領
す
る
締
約
国
政
府
を
い

(c)
う
。「

権
限
の
あ
る
当
局
」
と
は
、
防
衛
関
連
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
当
局
と
し
て
、
締
約
国
政
府
に
よ
っ

(d)
て
指
定
さ
れ
る
当
該
締
約
国
政
府
の
機
関
を
い
う
。
一
方
の
締
約
国
政
府
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
に
対
し
、
外
交
上
の

経
路
を
通
じ
て
、
そ
の
権
限
の
あ
る
当
局
を
通
報
す
る
。

「
秘
密
軍
事
情
報
取
扱
資
格
」
と
は
、
各
締
約
国
政
府
の
適
当
な
手
続
に
従
っ
て
個
人
に
付
与
さ
れ
る
適
格
性
で
あ
っ

(e)
て
、
秘
密
軍
事
情
報
を
確
実
に
取
り
扱
う
た
め
の
も
の
を
い
う
。

第
三
条

国
内
法
令
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一
方
の
締
約
国
政
府
は
、
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
に
対
し
、
秘
密
軍
事
情
報
の
保
護
に
関
す
る
自
国

の
施
行
さ
れ
て
い
る
国
内
法
令
に
つ
い
て
通
報
す
る
。
一
方
の
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
下
で
の
秘
密
軍
事
情
報
の
保
護

に
影
響
を
及
ぼ
す
当
該
国
内
法
令
の
い
か
な
る
変
更
に
つ
い
て
も
、
他
方
の
締
約
国
政
府
に
対
し
て
通
報
す
る
。

第
四
条

秘
密
軍
事
情
報
の
秘
密
指
定
及
び
表
示

１

秘
密
軍
事
情
報
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
秘
密
指
定
を
表
示
す
る
。

日
本
国
政
府
に
つ
い
て
は
、
「
極
秘
」
、
「
特
定
秘
密
」
又
は
「
秘
」

(a)

大
韓
民
国
政
府
に
つ
い
て
は
、
「
군
사
Ⅱ
급
비
밀
」
又
は
「
군
사
Ⅲ
급
비
밀
」

(b)
２

受
領
締
約
国
政
府
は
、
提
供
さ
れ
た
全
て
の
秘
密
軍
事
情
報
に
提
供
締
約
国
政
府
名
及
び
受
領
締
約
国
政
府
の
対
応
す
る

秘
密
指
定
を
表
示
す
る
。
対
応
す
る
秘
密
指
定
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

日
本
国

大
韓
民
国

注

英
語
に
お
い
て
相
当
す
る
語

極
秘
／
特
定
秘
密

군
사
Ⅱ
급
비
밀

SE
CR
E
T

秘

군
사
Ⅲ
급
비
밀

C
ON
FI
DE
N
TI
AL

３

受
領
締
約
国
政
府
が
作
成
す
る
文
書
又
は
媒
体
で
あ
っ
て
、
提
供
締
約
国
政
府
か
ら
提
供
さ
れ
た
秘
密
軍
事
情
報
を
含
む
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も
の
に
は
、
適
当
な
秘
密
指
定
を
表
示
し
、
ま
た
、
当
該
文
書
又
は
媒
体
が
提
供
締
約
国
政
府
か
ら
提
供
さ
れ
た
秘
密
軍
事

情
報
を
含
む
こ
と
を
識
別
す
る
た
め
の
表
示
を
付
す
。

第
五
条

補
足
実
施
取
決
め

こ
の
協
定
に
基
づ
く
補
足
実
施
取
決
め
は
、
両
締
約
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

秘
密
軍
事
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
原
則

両
締
約
国
政
府
は
、
提
供
さ
れ
た
秘
密
軍
事
情
報
を
保
護
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を
確
保
す
る
。

受
領
締
約
国
政
府
は
、
提
供
締
約
国
政
府
の
事
前
の
書
面
に
よ
る
承
認
を
得
る
こ
と
な
く
、
第
三
国
の
政
府
、
個
人
、

(a)
企
業
、
機
関
、
組
織
又
は
他
の
団
体
に
対
し
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
を
提
供
し
な
い
こ
と
。

受
領
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
施
行
さ
れ
て
い
る
国
内
法
令
に
従
い
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
に
つ
い
て
提
供
締
約
国
政

(b)
府
に
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
る
保
護
と
実
質
的
に
同
等
の
保
護
を
与
え
る
た
め
に
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

受
領
締
約
国
政
府
は
、
提
供
締
約
国
政
府
の
事
前
の
書
面
に
よ
る
承
認
を
得
る
こ
と
な
く
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
が
提

(c)
供
さ
れ
た
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

受
領
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
施
行
さ
れ
て
い
る
国
内
法
令
に
従
い
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
に
関
係
す
る
特
許
権
、
著

(d)
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作
権
又
は
企
業
秘
密
の
よ
う
な
知
的
財
産
権
を
遵
守
す
る
こ
と
。

当
該
秘
密
軍
事
情
報
を
取
り
扱
う
政
府
の
各
施
設
が
、
秘
密
軍
事
情
報
取
扱
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
秘
密
軍
事
情

(e)
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
て
い
る
個
人
の
登
録
簿
を
保
持
す
る
こ
と
。

各
締
約
国
政
府
は
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
の
配
布
及
び
当
該
秘
密
軍
事
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
管
理
す
る
た
め
に
、
当

(f)
該
秘
密
軍
事
情
報
の
識
別
、
所
在
、
目
録
及
び
管
理
の
手
続
を
設
定
す
る
こ
と
。

提
供
締
約
国
政
府
は
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
で
あ
っ
て
、
受
領
締
約
国
政
府
に
対
し
て
以
前
に
提
供
し
た
も
の
の
秘
密

(g)
指
定
の
い
か
な
る
変
更
に
つ
い
て
も
、
受
領
締
約
国
政
府
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
速
や
か
に
通
報
す
る
こ
と
。
受
領
締
約

国
政
府
は
、
提
供
締
約
国
政
府
か
ら
の
そ
の
通
報
に
従
い
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
の
秘
密
指
定
を
変
更
す
る
こ
と
。

受
領
締
約
国
政
府
は
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
が
提
供
さ
れ
た
目
的
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い

(h)
て
、
適
当
な
と
き
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

当
該
秘
密
軍
事
情
報
を
提
供
締
約
国
政
府
に
返
還
す
る
こ
と
。

(i)

第
十
三
条
の
規
定
及
び
自
国
の
施
行
さ
れ
て
い
る
国
内
法
令
に
従
っ
て
当
該
秘
密
軍
事
情
報
を
破
壊
す
る
こ
と
。

(ii)

第
七
条

秘
密
軍
事
情
報
へ
の
職
員
の
ア
ク
セ
ス
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１

い
か
な
る
政
府
職
員
も
、
階
級
、
地
位
又
は
秘
密
軍
事
情
報
取
扱
資
格
の
み
に
よ
り
、
提
供
さ
れ
た
秘
密
軍
事
情
報
へ
の

ア
ク
セ
ス
を
認
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

２

提
供
さ
れ
た
秘
密
軍
事
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
政
府
職
員
で
あ
っ
て
、
職
務
上
当
該
ア
ク
セ
ス
を
必
要
と
し
、
か
つ
、

受
領
締
約
国
政
府
の
施
行
さ
れ
て
い
る
国
内
法
令
に
従
っ
て
秘
密
軍
事
情
報
取
扱
資
格
を
付
与
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
の
み

認
め
ら
れ
る
。

３

両
締
約
国
政
府
は
、
政
府
職
員
に
秘
密
軍
事
情
報
取
扱
資
格
を
付
与
す
る
決
定
が
、
国
家
安
全
保
障
上
の
利
益
と
合
致

し
、
及
び
当
該
政
府
職
員
が
提
供
さ
れ
た
秘
密
軍
事
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
り
信
用
で
き
か
つ
信
頼
し
得
る
か
否
か
を
示

す
全
て
の
入
手
可
能
な
情
報
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

４

提
供
さ
れ
た
秘
密
軍
事
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
ら
れ
る
政
府
職
員
に
関
し
て
、
３
に
規
定
す
る
基
準
が
満
た
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
、
適
当
な
手
続
が
、
両
締
約
国
政
府
に
よ
り
自
国
の
施
行
さ
れ
て
い
る
国
内
法
令
に
従
っ
て

実
施
さ
れ
る
。

５

一
方
の
締
約
国
政
府
の
代
表
者
が
他
方
の
締
約
国
政
府
の
代
表
者
に
対
し
秘
密
軍
事
情
報
を
提
供
す
る
前
に
、
受
領
締
約

国
政
府
は
、
提
供
締
約
国
政
府
に
対
し
次
の
事
項
に
つ
い
て
の
保
証
を
与
え
る
。
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受
領
締
約
国
政
府
の
代
表
者
が
、
必
要
な
水
準
の
秘
密
軍
事
情
報
取
扱
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

(a)

受
領
締
約
国
政
府
の
代
表
者
が
、
公
用
の
目
的
で
ア
ク
セ
ス
を
必
要
と
す
る
こ
と
。

(b)

受
領
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
施
行
さ
れ
て
い
る
国
内
法
令
に
従
い
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
に
つ
い
て
提
供
締
約
国
政

(c)
府
に
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
る
保
護
と
実
質
的
に
同
等
の
保
護
を
与
え
る
た
め
に
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

第
八
条

訪
問

一
方
の
締
約
国
政
府
の
代
表
者
が
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
施
設
で
あ
っ
て
、
秘
密
軍
事
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
必
要
と
す

る
も
の
を
訪
問
す
る
た
め
の
許
可
は
、
公
用
の
目
的
の
た
め
に
必
要
な
も
の
に
限
定
さ
れ
る
。
一
方
の
締
約
国
政
府
の
国
の
領

域
内
に
所
在
す
る
施
設
を
訪
問
す
る
た
め
の
許
可
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
政
府
の
み
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
。
訪
問
を
受
け
る

締
約
国
政
府
は
、
訪
問
先
の
施
設
に
対
し
、
訪
問
案
、
主
題
、
範
囲
及
び
訪
問
者
に
対
し
て
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
最
も
高

い
水
準
の
秘
密
軍
事
情
報
に
つ
い
て
助
言
す
る
責
任
を
有
す
る
。
両
締
約
国
政
府
の
代
表
者
に
よ
る
訪
問
の
た
め
の
申
請
は
、

訪
問
を
行
う
締
約
国
政
府
の
関
係
す
る
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
り
、
訪
問
を
受
け
る
締
約
国
政
府
の
関
係
す
る
権
限
の
あ
る
当

局
に
対
し
て
提
出
さ
れ
る
。

第
九
条

秘
密
軍
事
情
報
の
送
付
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秘
密
軍
事
情
報
は
、
政
府
間
の
経
路
を
通
じ
て
両
締
約
国
政
府
間
で
送
付
さ
れ
る
。
受
領
締
約
国
政
府
は
、
送
付
に
際
し
、

当
該
秘
密
軍
事
情
報
の
保
管
、
管
理
及
び
秘
密
保
持
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。

第
十
条

施
設
の
保
安

一
方
の
締
約
国
政
府
は
、
提
供
さ
れ
た
秘
密
軍
事
情
報
が
保
管
さ
れ
て
い
る
全
て
の
政
府
の
施
設
の
保
安
に
責
任
を
有
す
る

と
と
も
に
、
各
施
設
に
つ
い
て
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
の
管
理
及
び
保
護
の
責
任
及
び
権
限
を
有
す
る
適
格
な
政
府
職
員
を
指

名
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

第
十
一
条

保
管

両
締
約
国
政
府
は
、
第
七
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
従
っ
て
ア
ク
セ
ス
を
許
可
さ
れ
た
個
人
の
み
が
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と

が
確
保
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
提
供
さ
れ
た
秘
密
軍
事
情
報
を
保
管
す
る
。

第
十
二
条

秘
密
軍
事
情
報
が
送
付
さ
れ
る
間
の
秘
密
保
持
の
義
務

送
付
さ
れ
る
間
の
秘
密
軍
事
情
報
の
秘
密
保
持
に
関
す
る
最
低
限
の
義
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

秘
密
指
定
さ
れ
た
文
書
及
び
媒
体

(a)

秘
密
軍
事
情
報
を
含
む
文
書
及
び
媒
体
は
、
二
重
の
封
印
さ
れ
た
封
筒
で
あ
っ
て
、
内
側
の
封
筒
に
当
該
文
書
又
は

(i)
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媒
体
の
秘
密
指
定
及
び
受
領
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
る
権
限
の
あ
る
当
局
の
住
所
の
み
を
記
載
し
、
外
側
の
封
筒
に
当

該
権
限
の
あ
る
当
局
の
住
所
、
提
供
す
る
権
限
の
あ
る
当
局
の
住
所
及
び
適
当
な
場
合
に
は
登
録
番
号
を
記
載
し
た
も

の
に
よ
り
送
付
さ
れ
る
。

同
封
さ
れ
る
文
書
又
は
媒
体
の
秘
密
指
定
は
、
外
側
の
封
筒
に
は
表
示
し
て
は
な
ら
な
い
。
封
印
さ
れ
た
封
筒
は
、

(ii)
提
供
締
約
国
政
府
の
定
め
ら
れ
た
規
則
及
び
手
続
に
従
っ
て
送
付
さ
れ
る
。

受
領
証
が
、
両
締
約
国
政
府
間
で
送
付
さ
れ
る
秘
密
指
定
さ
れ
た
文
書
又
は
媒
体
を
含
む
包
み
の
た
め
に
用
意
さ

(iii)
れ
、
ま
た
、
同
封
さ
れ
る
文
書
又
は
媒
体
の
受
領
証
は
、
最
終
的
に
受
領
す
る
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
り
署
名
さ
れ
、

提
供
す
る
権
限
の
あ
る
当
局
に
返
送
さ
れ
る
。

秘
密
指
定
さ
れ
た
装
備

(b)

秘
密
指
定
さ
れ
た
装
備
は
、
そ
の
細
部
が
識
別
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
封
印
さ
れ
、
被
覆
さ
れ
た
車
両

(i)
に
よ
り
送
付
さ
れ
、
又
は
確
実
に
包
装
さ
れ
、
若
し
く
は
保
護
さ
れ
る
と
と
も
に
、
許
可
さ
れ
て
い
な
い
個
人
に
よ
る

ア
ク
セ
ス
を
防
止
す
る
た
め
に
、
継
続
的
な
管
理
の
下
に
置
か
れ
る
。

発
送
を
待
つ
間
、
一
時
的
に
保
管
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
秘
密
指
定
さ
れ
た
装
備
は
、
当
該
装
備
の
秘
密
指
定
の

(ii)
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水
準
に
応
じ
た
保
護
を
与
え
る
保
管
区
域
に
置
か
れ
る
。
許
可
さ
れ
た
職
員
の
み
が
、
当
該
保
管
区
域
へ
の
ア
ク
セ
ス

を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

受
領
証
は
、
秘
密
指
定
さ
れ
た
装
備
が
送
付
さ
れ
て
い
る
間
に
そ
の
管
理
者
が
変
わ
る
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
取
得

(iii)
さ
れ
る
。

受
領
証
は
、
最
終
的
に
受
領
す
る
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
り
署
名
さ
れ
、
提
供
す
る
権
限
の
あ
る
当
局
に
返
送
さ
れ

(iv)
る
。

電
子
的
送
付

(c)

電
子
的
手
段
に
よ
り
送
付
さ
れ
る
秘
密
軍
事
情
報
は
、
送
付
さ
れ
る
間
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
の
秘
密
指
定
の
水
準
に

照
ら
し
適
当
な
暗
号
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
。
秘
密
軍
事
情
報
の
処
理
、
保
管
又
は
送
付
を
行
う
情
報
制

度
は
、
当
該
制
度
を
採
用
す
る
締
約
国
政
府
の
適
当
な
当
局
に
よ
り
、
秘
密
保
持
に
つ
い
て
の
認
定
を
受
け
る
。

第
十
三
条

破
壊

１

両
締
約
国
政
府
は
、
焼
却
、
破
砕
、
パ
ル
プ
化
又
は
提
供
さ
れ
た
秘
密
軍
事
情
報
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
復
元
を
防
止

す
る
他
の
方
法
に
よ
り
、
秘
密
指
定
さ
れ
た
文
書
及
び
媒
体
を
破
壊
す
る
。
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２

両
締
約
国
政
府
は
、
提
供
さ
れ
た
秘
密
軍
事
情
報
の
全
部
又
は
一
部
の
復
元
を
防
止
す
る
た
め
に
、
秘
密
指
定
さ
れ
た
装

備
を
見
分
け
が
つ
か
な
い
ま
で
に
破
壊
し
、
又
は
当
該
装
備
を
変
更
す
る
。

第
十
四
条

複
製

両
締
約
国
政
府
は
、
秘
密
指
定
さ
れ
た
文
書
又
は
媒
体
を
複
製
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
付
さ
れ
て
い
る
全
て
の
原
本
の
秘

密
表
示
に
つ
い
て
も
複
製
す
る
。
両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
複
製
さ
れ
た
秘
密
指
定
さ
れ
た
文
書
又
は
媒
体
を
、
秘
密

指
定
さ
れ
た
文
書
又
は
媒
体
の
原
本
と
同
じ
管
理
の
下
に
置
く
。
両
締
約
国
政
府
は
、
複
製
物
の
数
を
公
用
の
目
的
の
た
め
に

必
要
と
さ
れ
る
数
に
限
定
す
る
。

第
十
五
条

翻
訳

両
締
約
国
政
府
は
、
提
供
さ
れ
た
秘
密
軍
事
情
報
の
全
て
の
翻
訳
が
、
第
七
条
及
び
次
条
の
規
定
に
従
っ
て
秘
密
軍
事
情
報

取
扱
資
格
を
有
す
る
個
人
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
両
締
約
国
政
府
は
、
複
製
物
の
数
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
と

と
も
に
、
そ
の
配
布
を
管
理
す
る
。
当
該
翻
訳
に
は
、
適
当
な
秘
密
指
定
を
付
す
も
の
と
し
、
か
つ
、
文
書
又
は
媒
体
が
提
供

締
約
国
政
府
の
秘
密
軍
事
情
報
を
含
む
こ
と
を
示
す
適
当
な
注
釈
を
翻
訳
さ
れ
た
後
の
言
語
に
よ
り
付
す
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条

契
約
企
業
へ
の
秘
密
軍
事
情
報
の
提
供
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受
領
締
約
国
政
府
は
、
提
供
締
約
国
政
府
か
ら
受
領
す
る
秘
密
軍
事
情
報
を
契
約
企
業
（
下
請
契
約
企
業
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
に
対
し
提
供
す
る
前
に
、
自
国
の
施
行
さ
れ
て
い
る
国
内
法
令
に
従
い
、
次
の
事
項
を
確
保
す
る
た
め
に
適
当
な
措
置

を
と
る
。い

か
な
る
個
人
も
、
階
級
、
地
位
又
は
秘
密
軍
事
情
報
取
扱
資
格
の
み
に
よ
り
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス

(a)
を
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。

契
約
企
業
及
び
契
約
企
業
の
施
設
が
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
を
保
護
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

(b)

職
務
上
当
該
秘
密
軍
事
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
必
要
と
す
る
全
て
の
個
人
が
、
秘
密
軍
事
情
報
取
扱
資
格
を
有
す
る
こ

(c)
と
。秘

密
軍
事
情
報
取
扱
資
格
が
、
第
七
条
に
規
定
す
る
方
法
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
。

(d)

当
該
秘
密
軍
事
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
ら
れ
る
個
人
に
関
し
て
、
第
七
条
３
に
規
定
す
る
基
準
が
満
た
さ
れ
て
い

(e)
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
に
、
適
当
な
手
続
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
。

当
該
秘
密
軍
事
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
有
す
る
全
て
の
個
人
が
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
責
任
に
つ

(f)
い
て
通
知
さ
れ
る
こ
と
。
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受
領
締
約
国
政
府
は
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
が
こ
の
協
定
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
と
お
り
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
を

(g)
確
保
す
る
た
め
に
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
が
保
管
さ
れ
、
又
は
当
該
秘
密
軍
事
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
行
わ
れ
て
い
る
契

約
企
業
の
各
施
設
に
お
い
て
、
最
初
の
及
び
定
期
的
な
保
安
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

当
該
秘
密
軍
事
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
、
職
務
上
当
該
ア
ク
セ
ス
を
必
要
と
す
る
個
人
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
。

(h)

秘
密
軍
事
情
報
取
扱
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
秘
密
軍
事
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
て
い
る
個
人
の

(i)
登
録
簿
が
、
各
施
設
に
お
い
て
保
持
さ
れ
る
こ
と
。

当
該
秘
密
軍
事
情
報
の
管
理
及
び
保
護
の
責
任
及
び
権
限
を
有
す
る
適
格
な
個
人
が
、
指
名
さ
れ
る
こ
と
。

(j)

当
該
秘
密
軍
事
情
報
が
、
第
十
一
条
に
規
定
す
る
方
法
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
保
管
さ
れ
る
こ
と
。

(k)

当
該
秘
密
軍
事
情
報
が
、
第
九
条
及
び
第
十
二
条
に
規
定
す
る
方
法
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
送
付
さ
れ
る
こ
と
。

(l)

秘
密
指
定
さ
れ
た
文
書
及
び
媒
体
並
び
に
秘
密
指
定
さ
れ
た
装
備
が
、
第
十
三
条
に
規
定
す
る
方
法
と
同
様
の
方
法
に

(m)
よ
り
破
壊
さ
れ
る
こ
と
。

秘
密
指
定
さ
れ
た
文
書
及
び
媒
体
が
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る
方
法
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
複
製
さ
れ
、
及
び
管
理
の

(n)
下
に
置
か
れ
る
こ
と
。
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当
該
秘
密
軍
事
情
報
の
翻
訳
が
、
前
条
に
規
定
す
る
方
法
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
、
か
つ
、
複
製
物
が
、
当
該

(o)
方
法
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
。

第
十
七
条

紛
失
及
び
漏
せ
つ

提
供
締
約
国
政
府
は
、
提
供
し
た
秘
密
軍
事
情
報
の
あ
ら
ゆ
る
紛
失
又
は
漏
せ
つ
及
び
紛
失
又
は
漏
せ
つ
の
あ
ら
ゆ
る
可
能

性
に
つ
い
て
直
ち
に
通
知
さ
れ
、
受
領
締
約
国
政
府
は
、
状
況
を
特
定
す
る
た
め
に
調
査
を
開
始
す
る
。
受
領
締
約
国
政
府

は
、
提
供
締
約
国
政
府
に
対
し
、
当
該
調
査
の
結
果
及
び
再
発
を
防
止
す
る
た
め
に
と
ら
れ
る
措
置
に
関
す
る
情
報
を
送
付
す

る
。

第
十
八
条

秘
密
保
持
に
係
る
代
表
者
に
よ
る
訪
問

前
記
の
秘
密
保
持
に
関
す
る
義
務
の
履
行
は
、
両
締
約
国
政
府
の
秘
密
保
持
に
係
る
代
表
者
に
よ
る
相
互
訪
問
を
通
じ
て
促

進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
、
一
方
の
締
約
国
政
府
の
秘
密
保
持
に
係
る
代
表
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
秘
密
保
持
制
度
が

合
理
的
な
程
度
に
同
等
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
達
成
す
る
た
め
に
、
秘
密
保
持
の
手
続
に
つ
い
て
議
論
し
、
及
び
そ
の
実
施
を

視
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
相
互
に
合
意
す
る
場
所
に
お
い
て
、
及
び
相
互
に
満
足
す
る
方
法
に
よ
り
、
事
前
の
協
議
の

後
に
、
他
方
の
締
約
国
政
府
を
訪
問
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
る
。
一
方
の
締
約
国
政
府
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
に
よ
り
提
供
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さ
れ
た
秘
密
軍
事
情
報
が
適
切
に
保
護
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
秘
密
保
持
に
係
る
代
表
者
が
決
定
す
る
に
当
た
り
支

援
す
る
。

第
十
九
条

費
用

各
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
施
行
さ
れ
て
い
る
国
内
法
令
に
従
い
、
そ
の
予
算
の
範
囲
内
で
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
要
す
る

各
自
の
費
用
を
負
担
す
る
。

第
二
十
条

紛
争
解
決

１

こ
の
協
定
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
い
か
な
る
紛
争
も
、
両
締
約
国
政
府
間
の
協
議
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。

２

１
の
規
定
に
よ
る
紛
争
の
解
決
の
間
、
両
締
約
国
政
府
は
、
提
供
さ
れ
た
秘
密
軍
事
情
報
を
引
き
続
き
こ
の
協
定
に
従
っ

て
保
護
す
る
。

第
二
十
一
条

効
力
発
生
、
改
正
、
有
効
期
間
及
び
終
了

１

こ
の
協
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
が
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
た
め
に
必
要
な
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
上
の
要
件
が

満
た
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
書
面
に
よ
る
通
告
を
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
行
っ
た
日
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
遅
い
方
の
日
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に
効
力
を
生
ず
る
。

２

こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
政
府
の
書
面
に
よ
る
同
意
に
よ
り
い
つ
で
も
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
協
定
は
、
一
年
間
効
力
を
有
し
、
一
方
の
締
約
国
政
府
が
他
方
の
締
約
国
政
府
に
対
し
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
意

思
を
九
十
日
前
に
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
書
面
に
よ
り
通
告
し
な
い
限
り
、
そ
の
効
力
は
、
毎
年
自
動
的
に
延
長
さ
れ

る
。

４

こ
の
協
定
の
終
了
の
後
に
お
い
て
も
、
こ
の
協
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
た
全
て
の
秘
密
軍
事
情
報
は
、
引
き
続
き
こ
の
協

定
の
規
定
に
従
っ
て
保
護
さ
れ
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

二
千
十
六
年
十
一
月
二
十
三
日
に
ソ
ウ
ル
で
、
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。
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日
本
国
政
府
の
た
め
に

大
韓
民
国
政
府
の
た
め
に


